
令和 6 年度 第 6 回名古屋市子育て支援企業認定審査会 

令和 7 年 3 月 25 日(火)午後 1 時 30 分～ オンライン開催 
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3⽉下旬 最終審査会

（令和8(2026)年度認定基準）

6⽉上旬　第1回審査会
（認定基準・事業計画 確認）

【新規】
7⽉1⽇〜9⽉12⽇（予定）

募集

令和7年度 事業計画

【更新】
7⽉1⽇〜9⽉1⽇（予定）

募集

1⽉中旬　認定・表彰企業の公表
1⽉29⽇（予定） 認定・表彰式

11⽉下旬〜12⽉中旬
 第3回〜審査会
(ヒアリング審査)

4⽉
令和7(2025)年度

10⽉中旬〜下旬 第2回審査会
（更新審査・新規書類審査）
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令和7年度子育て支援企業認定・表彰制度　認定基準、審査方法等の見直しについて

課題 対応案 ご意見等 R7方針（案）

（３）の項目を
①始業時刻等変更②テレワーク等（月10日以上）③保育施設設置運営等
④養育両立支援休暇（年10日以上）⑤短時間勤務
とし、
①～⑤のうち、3つ使えると2点、4つ使えると3点、5つ使えると4点と
する。

（４）の項目を追加し、①～⑤のいずれかが法定を超えて利用できれば2
点とする。

・加点制について賛成（汎用性がある、企業が労働者の多様なニーズに
対応する姿勢の現れ、利用できる制度が増えることは従業員にとって有
益）
・労働者が1つ使えればよいのであれば、加点を1つまたは2つからにし
た方がよいのではないか。
・現基準は（３）で8点分あるので、新基準では、2つで2点、３つで4
点・・・5つで8点としてはどうか
・１項目ごとに、１点。４点が最高点ならば上限４点とする。

・加点制には疑問が残る（いくつも組み合わせて使っても楽になるもの
ではない）

（3）は、制度が3つ「ある」と2点、4つあると3点、4つあると4点とする
（2つあるだけでは法定と同じなので、3つから加点）。

(4)として「（３）のうち、同時に2つ以上の制度を利用できる」を新設。

【欄外の説明について】
・コロナはR6.5月から5類になったので、「コロナで緊急的に制度を設
けた場合も、社員あての通知等があれば該当」は削除。
・子の看護等休暇については、取得可能時期や日数を延ばすだけでな
く、有給にすることも法定超えになると追記。

賛成 「対応案」のように修正。

追
加

これまで(3)の中に「法定を超える短時間勤務制度」という項目があった
が、
（3）を5つの制度のうちいくつ用意しているか問う項目としたため、そ
れとは別に
「（5）法定を超えて短時間勤務を利用できる」を新設。

2

＜従業員支援（12）→（13）＞
妊娠前から出産・育児に関する手当等の経済的支援制度がある。

妊娠前から実施しないといけないと企業がとらえ、家族手当や出産祝金について申告
がされない。

「妊娠（不妊治療）・出産・育児に関する手当等の経済的支援制度がある」
と修正。

賛成 「対応案」のように修正。

3
＜従業員支援（13）→（14）＞
障害児等を育てる親への支援について、取組項目に含めるよう検討したい。

「不妊治療休暇、障害児等を養育する従業員を支援する制度などを含
め、独自の妊娠・出産・育児に関する制度がある」と修正。

・「障害児等を養育する従業員を支援する制度や不妊治療休暇をはじめ
独自の妊娠・出産・育児に関する制度がある」とする。
・加点項目を増やすことが可能であるならば、それぞれ独立した項目と
し、加点対象としたほうが、独自の制度、独自の取り組みを推進すること
につながるのではないか。
・障害児を育てる親に意見を聞けるといい。

既存の項目に追加するのではなく、
「(14)障害児や不登校児童生徒を養育する授業員を支援する制度があ
る」という項目を新設。

4
＜地域貢献（5）＞
マタニティマークをただ表示するだけで意味があるのか。

「来客の目に留まりやすい場所にマタニティマークを表示するなど、妊産
婦への配慮を呼びかける取組を行っている」と修正。

賛成 「対応案」のように修正。

5
＜地域貢献（15）＞
インクルーシブな活動について、取組項目に含めるように検討したい。

「インクルーシブな活動」を追記。

・「企業活動として地域に密着した包括的な活動（インクルーシブ活動）を
定期的に実施している」とする。
・インクルーシブな活動という記載も、説明欄の「障害がある人もない人
も一緒に参加できる活動」という記載も分かりづらいので、もう少し具
体的な内容を記載できるとよい。
・加点項目を増やすことが可能であるならば、それぞれ独立した項目と
し、加点対象としたほうが、独自の制度、独自の取り組みを推進すること
につながるのではないか。
・（１）～(14）までの活動と（１５）でいう「インクルーシブな活動」との関係
がわかりにくい。もっと具体的な表現が望ましい。また、（１５）の他の活
動と一括りにするのがいいのか。内容によっては別項目を設けるのも一
案。

既存の項目に追加するのではなく、
「（16）企業活動として地域に密着した包括的な活動（インクルーシブ活
動）を実施している」として新設。
欄外の説明として
「障害のある方もない方も参加できるイベント、障害のある方にもわかり
やすいウェブサイトやパンフレット、など」と記載。

6

＜その他＞くるみん認定について
・トライくるみん→くるみん→プラチナくるみんとステップアップしていくが、すべて同じ
2点になっている。
・「プラス」（不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取組む企業）の加点がな
い。

トライくるみん：1点
くるみん：2点
プラチナくるみん：3点　とする。
「プラス」認定されていたら、1点加点する。

賛成 「対応案」のように修正。

7

＜その他(3)＞
・従業員101人以上であるにもかかわらず、一般事業主行動計画を提出してくる企業が
ある。
・労働局の受領印がない（写）を提出されることがある。

・【従業員100人以下の企業のみ対象】と目立つよう修正。
・欄外の説明に、「労働局の受領印があるもの」と追記。

賛成 「対応案」のように修正。

そ
の
他

　その他、
来年度の
事業実施
に向け課
題などあり
ましたらご
記入くださ
い。

8
・数次更新企業に対して、何らかの称号を与えることで、認定後も取り組
みの手を緩めないような仕組みをつくることはできないか。

認定後も取り組みの手を緩めないような仕組みづくりは必要だと考え
ておりますので、他の委員のご意見を伺った上で、今後の検討課題とさ
せていただきます。

別紙2
認定基準

1

＜従業員支援(2)~(4)＞
令和7年4月1日から段階的に施行される、改正育児・介護休業法における「法定」の拡
充
【義務　4.1～】
・子の看護「等」休暇：小学校就学始期→小3修了、事由の追加
・所定外労働の制限：3歳未満の子を養育→小学校就学前の子
【義務　10.1～】
・3歳から小学校就学期の子を養育する労働者に関して
　①始業時刻等変更②テレワーク等（月10日以上）③保育施設設置運営等
　④養育両立支援休暇（年10日以上）⑤短時間勤務
　のうち、2つ以上を講ずる
・妊娠・出産申出時と、子が3歳になる前の個別の意向聴取・配慮
【努力義務　4.1～】
・3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できる措置

令和7年10月1日施行分について、施行日前の募集にはなるが、近々に対応が必要に
なるもののため、令和7年度の認定基準に反映させたい。

書
類
審
査
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(別紙2)子育て支援に関する取組項目及び配点〈新規・更新〉

□　新規　　□　更新　（該当の個所にチェックを入れてください） 【事業所名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

中小企業

加算
※

(1) 2 － (1)

(2) (2)

・育児休業（休業後は原職又は原職相当職に復帰させることが就業規則等に明記されている場合に限る） 【法定】子が1歳まで取得可能。以降、保育所に入所できない等の理由があれば1歳6か月、2歳まで延長可

・産前・産後休暇 【法定】産前6週、産後8週

・子の看護等休暇
【法定】小学校3年生修了までの子を養育する労働者が1年に5日（子が2人以上の場合は10日）まで、「子の病気・けが、予防接種・健康診断、感染症に伴う学級閉鎖等、入園（入学）式、卒園式」のための
休暇を時間単位で取得可能　※法定を超える：取得可能日数の増大、取得可能な子の年齢の拡充、有給化など

(3) (3)

・始業時刻等変更（フレックスタイム制、時差出勤）

・テレワーク等（月10日以上）

・保育施設設置運営等（保育施設の運営その他これに準ずる便宜の供与（ベビーシッターの手配および費用負担など））

・養育両立支援休暇（年10日以上）

・短時間勤務制度（1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む）

(4) 2 － (4)

(5) 法定を超えて短時間勤務制度を利用できる 2 (5)

(6) (6)

・所定外労働の制限 【法定】小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合に、所定外労働時間を超えて労働させてはならない

・法定時間外労働の制限 【法定】小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合においては、事業主は制限時間（1か月24時間、1年150時間）を超えて労働時間を延長してはならない

・深夜業の制限 【法定】小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合においては、事業主は午後10時～午前5時（「深夜」）において労働させてはならない

(7) 2 － (7)

(8) 2 － (8)

(9) 2 2 (9)

(10) 2 － (10)

(11) 2 － (11)

(12) 2 2 (12)

(13) 2 － (13)

(14) 2 － (14) 就業規則に定める等により、客観的に取り組み内容が確認できること

(15) 2 － (15)

(16) 2 － (16)

(1) 3 － (1)

(2) 3 － (2)

(3) 3 － (3)

(4) 2 － (4)

(5) 2 － (5)

(6) 2 － (6)

(7) 2 － (7)

(8) 3 － (8)

(9) 3 － (9)

(10) 3 － (10)

(11) 2 － (11)

(12) 3 － (12)

(13) 2 － (13)

(14) 2 － (14)

(15) 2 (15)

(16) 2 － (16)

(1) 1 － (1)

(2) 2 － (2)

(3) 3 － (3)

(4) 1 － (4)

(5) 5 － (5)

※中小企業加算は、従業員300人以下の企業が対象です。

《留意事項》

◆該当項目（〇をつけた項目）はすべて取組内容が分かる資料を添付してください。（該当項目番号を記載し、該当箇所をマーカー等で明示してください。）
　添付していただく資料等の例示、その他説明を記載しています。
※「法定」とある項目については、法に定める対象者の範囲や詳細な制度内容は各自で把握し、適切に就業規則等を定めること。

取 組 分 野 取 組 項 目 該当に○

配 点

1

従業員に対する
家庭と仕事の

両立支援

（配点50 52点）

法定の個別意向聴取・配慮以外にも、両立支援に関する取組方針や制度を積極的に従業員に提供している 【法定】妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取・聴取した意向についての配慮

次のいずれか又は全てが法定を超えて利用できる（各2点）
(制度の利用実績がある場合は、必ず別紙(3)に記載すること)

6

2
※左記の1つ
　以上に該当
　する場合

※該当制度がある場合は、就業規則等規定の名称・該当条項、法定を超える内容、制度の利用実績を別紙(3)に記載し、規定（該当箇所抜粋）を添付すること。

3歳から小学校就学期の子を養育する従業員が利用できる制度として、次のうち3つ以上の制度がある
（制度が3つあると2点、4つあると３点、5つあると４点）

2～4

2

※左記のうち
3つ以上の
制度がある

場合

※就業規則等規定の名称・該当条項制度の利用実績を別紙(3)に記載し、規定（該当箇所抜粋）を添付すること。

 次のいずれか又は全てが法定を超えて利用できる（各2点）(制度の利用実績がある場合は、必ず別紙(3)に記載すること)

6

2

※左記の1つ
　以上に該当
　する場合

※就業規則等規定の名称・該当条項、法定を超える内容、制度の利用実績を別紙(3)に記載し、規定（該当箇所抜粋）を添付すること。

【法定】3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含む措置を講ずる義務
【法定】3歳から小学校就学期の子を養育する労働者に関して、（3）の5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる。
※労働者は、事業者が講じた措置の中から1つ選択して利用することができる。

ノー残業デー等、所定外労働時間の削減を図っている 社内イントラへの掲載や掲示板への貼り出し、社員あて通知、などでも可

時間単位での年次有給休暇等、年次有給休暇の利用を促進する取り組みを実施している 時間単位で取得できる年次有給休暇制度がある場合は就業規則の写し（半日単位の年休は対象外）　取り組みの場合は、取り組み内容が分かる資料

(3)のうち、同時に2つ以上の制度を利用できる ※就業規則等規定の名称・該当条項制度の利用実績を別紙(3)に記載し、規定（該当箇所抜粋）を添付すること。

※就業規則等規定の名称・該当条項、法定を超える内容、制度の利用実績を別紙(3)に記載し、規定（該当箇所抜粋）を添付すること。
法定を超える：子が小学校就学後も利用できる、短時間勤務による減給をなくす、など

過去3年間に在職中に出産した女性の８割以上が育児休業を取得している 法制度に基づく育児休業の取得実績が対象（育児のための年次有給休暇の取得は対象外）　＊（別紙1-1,1-2）（3）育児休業取得率が80％以上

産休・育休中の従業員に対する情報提供や能力開発の機会等、スムーズな復帰に向けた支援を実施している 復職セミナーの開催、復職にあたっての相談受付、キャリアアップの支援、など（例えば、社内報を郵送しているだけなどは対象外）

男性の育児参画を促進する制度や取り組みを実施している（年次有給休暇の利用促進の取り組みを除く） 配偶者出産休暇の制度がある場合は就業規則等の写し（年次有給休暇の利用促進は対象外）　取り組みの場合は、取り組み内容が分かる資料

過去3年間のうちに、男性育児休業等の取得率50%を達成している年がある 法制度に基づく育児休業の取得実績が対象（育児のための有給休暇や年次有給休暇の取得は対象外）　＊（別紙1-1,1-2）（3）育児休業取得率に実績を記載

子育て支援出前講座〈名古屋市子ども青少年局〉を受講している又は親学推進協力企業〈名古屋市教育委員会〉に登録している 講座受講にかかる通知（写）、登録証（写）、など　（子育て支援出前講座：子ども子育て支援センター、親額推進協力企業：教育委員会生涯学習課）

妊娠（不妊治療）・出産・育児に関する手当等の経済的支援制度がある(制度の利用実績がある場合は、必ず別紙(3)に記載すること) 不妊治療手当、家族手当（扶養手当）、出産祝金、など

障害児や不登校児童生徒を養育する従業員を支援する制度がある

上記(1)～(15)以外で、不妊治療休暇など、独自の妊娠・出産・育児に関する制度がある 就業規則に定める等により、客観的に取り組み内容が確認できること

2

地域での企業活動や
子育て活動との
協働による支援

（配点41 39点）

子どもや子育て家庭向け商品を販売又はサービスを提供している 名古屋市内での取り組み、名古屋市民を対象とした取り組み（社員等を対象とした福利厚生は対象外）

なごや未来っ子応援制度（ぴよか）に協賛店舗・施設として協力している 名古屋市子育て応援サイトの協賛店紹介ページの画面ハードコピー

託児室、授乳室、乳幼児と利用できるトイレ等、子どもに配慮した施設・店舗等がある 確認できる写真、など

赤ちゃんの駅として登録している
赤ちゃんの駅についての詳細は　https://www.kosodate.city.nagoya.jp/play/baby.html
登録施設一覧の画面ハードコピー

来客の目に留まりやすい場所にマタニティマークを表示するなど、妊産婦への配慮を呼びかける取組を行っている こども家庭庁のウェブサイトを参照。表示していることが確認できる写真、など。

子ども向けウェブサイトやパンフレット等を作成している 概要が分かるもの（抜粋可）

企業活動として通学路や公園等の清掃活動を定期的に実施している 企業組合として多数の企業が同時に行う活動でも可。実施場所、日時が分かる活動報告書、など。

企業活動として地域に密着した包括的な活動（インクルーシブ活動）を実施している 障害のある方もない方も参加できるイベント、障害のある方にもわかりやすいウェブサイトやパンフレット、など。概要がわかる写真や資料、など。

地域の保育所や学校等の子どもを対象とした職場見学、職業体験等を実施している 学校等からの依頼文、開催案内、子どもたちからの感想、お礼文、など（社員の子ども向け職場見学は対象外）

インターンシップの受入れを通して地域の人材育成を図っている インターンシップ実施日程、内容が分かるプログラム、通知、など

子どもや子育て世代の親を対象としたイベント、ワークショップ、講座等を開催している 実施場所、対象者、日時、内容が分かる開催案内、写真、など

行政との協働による子育て支援事業（子育て支援に関する講演会、シンポジウム等）を実施（協力）している 実施場所、対象者、日時、内容が分かる開催案内、協賛が分かるチラシ、など

企業活動として地域での交通安全活動や防犯・防災活動を定期的に実施している 事業所前にある交差点での児童の安全誘導、各区役所で実施している防災活動への参加、など。企業組合として多数の企業が同時に行う活動でも可。実施場所、日時が分かる活動報告書、など。

愛知県警察のウェブサイトを参照。協力していることが分かる写真、など。

子どもが参加する地域、ＮＰＯ法人、児童福祉施設等の活動や行事に企業スペース（部屋、駐車場等）を提供している 地域の子育てサークルへの会議室の貸し出し、地域でのイベント開催時に駐車場の無料開放、など

子どもが参加する地域、ＮＰＯ法人、児童福祉施設等の活動や行事に物的、金銭的支援を実施している 地域の清掃活動に従業員が参加する、祭りへの寄附や物資の提供（設営への従業員の参加なども含む）を行う、など

こども11０番の家に協力している

【従業員100人以下の企業のみ対象】次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定している 同計画の「策定・変更届(写)」と「行動計画(写)」（労働局の受領印があるもの）

◆おおむね過去3年間の取り組みを記入してください。
◆従業員支援、地域貢献の各項目で1つ以上取り組みがあることが必要です。
◆取組内容が分かる資料（就業規則、通知、チラシ、登録証(写)、写真等）を添付してください。（該当項目番号を記載し、該当箇所をマーカー等で明示してください。）

3

その他
他制度における

取り組み等
（配点9点）

(1)～(3)いずれかの「プラス」認定を受けている 認定通知書（写）、など

子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けている

子育てサポート企業として厚生労働大臣の特例認定（プラチナくるみん認定）を受けている

認定通知書（写）、など

認定通知書（写）、など

子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定（トライくるみん認定）を受けている 認定通知書（写）、など

従業員支援

地域貢献

＊名古屋市内での

取り組みや名古屋

市民を対象にした

取り組みに限る
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